
（様式２）

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

所管課名 園芸畜産課 整理番号 1-13

処分の種類 定款等の変更、業務停止命令等

水産業協同組合法第１２３条の２第２項

処分の概要

基準の制定根拠 ー

根拠法令条例等・
条項

組合事業の健全運営、組合員保護のため、定款、規定等の変更、業務の停止、財産の供
託、処分の禁止及び制限を命じる。

処分基準
（未設定の場合は
その理由）

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

【参考】水産業協同組合法
（行政庁の監督上の命令）
第百二十三条の二　行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは第十一号、第八十七条第
一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号
又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済事業の
健全な運営を確保するため、当該組合の業務若しくは財産又は当該組合及びその子会社
等（子会社（第百二十二条第三項に規定する子会社をいう。第百二十六条の二第三号か
ら第八号まで並びに第百三十条第一項第十七号、第四十五号及び第四十六号において
同じ。）その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この条
及び第百二十七条第六項において同じ。）の財産の状況によつて必要があると認めるとき
は、当該信用事業又は共済事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健
全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を
命ずることができる。
２　行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは第十一号、第八十七条第一項第四号、第
九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二
第一項第一号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を
保護するため、当該組合の業務若しくは財産若しくは当該組合及びその子会社等の財産
の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約
、信用事業規程若しくは共済規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは
一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その
他監督上必要な命令をすることができる。
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